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（事務連絡） 
２０１９年（平成３１年）４月１７日 

 
指定介護予防支援事業者 
地域包括支援センター   様 

藤沢市福祉健康部 
介護保険課長 

地域包括ケアシステム推進室長 

 
指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントにおける 

諸記録の取扱いについて 

 
 日頃から、本市の介護保険事業の運営につきましてご理解、ご協力をいただきありがとう

ございます。 
 さて標記の件につきましては、平成３１年１月に、本市指定介護予防支援事業者（地域包

括支援センター）を対象に実施したアンケート調査結果等を踏まえ、指定介護予防支援及び

介護予防ケアマネジメント（以下、「指定介護予防支援等」と言います。）の業務を指定居宅

介護支援事業者に委託する場合の諸記録の取扱いを次のとおりといたしますので、ご対応く

ださいますようお願いいたします。 

 
＜指定居宅介護支援事業者に業務を委託する場合に収集及び保管を要する記録＞ 
（１）利用者基本情報 
（２）アセスメント表 
（３）介護予防サービス・支援計画書 

 （４）サービス担当者会議の要点 
※サービス担当者会議の要点が記載されている支援経過記録にて代用することも 

可とします。 
 （５）介護予防サービス・支援評価表 
 （６）その他、利用者の状態像を把握する上で必要と判断する書類 
※ 委託を終了した場合、上記（１）～（６）の書類だけではなく、指定指定居宅介護支援

事業者から一連の指定介護予防支援等（計画作成～評価まで）に係る記録等を収集する

必要があります。また、当該記録については、サービス提供の完結の日から５年間保存

する必要があります。 
 

以  上  

（事務担当） 
介護保険課 総務・給付担当 

TEL:０４６６－５０－３５２７（直通） 
地域包括ケアシステム推進室 福祉総合相談支援センター 

TEL:０４６６－５０－３５２３（直通） 


